
医科・歯科連携の実際
第 7 回

国保直診歯科診療施設では、かねてから包括的口腔

ケアを実践しているところであるが、医科と歯科の連

携もその一つである。近年、全身疾患と糖尿病との関

係など、歯科疾患が全身に及ぼす影響が明らかになっ

てきた。また、がんの治療などでは、医科と歯科が協

力し治療を行っていくことの有効性が認められ、実践

されるようになってきた。

今回、佐久市立国保浅間総合病院で行われているさ

まざまな場面での医科歯科連携について、記述してい

く。当院は病院歯科という特徴を生かして日常診療を

実践しているが、歯科のない国保直診施設でも地域の

歯科医療機関と協力し、同様な医科歯科連携ができれ

ば幸いである。

佐久市は長野県東部にあり、長野新幹線で東京から

約75分と東京へのアクセスがよいが、自然がまだまだ

十分に残されている。北に浅間山、南に八ヶ岳に抱か

れた標高約700mの寒冷乾燥した高地にある。

浅間総合病院初代院長の吉沢國男先生は、脳卒中の

予防や糖尿病のインシュリン自己注射をはじめ、保健・

医療に画期的なリーダーシップをとり、当地の地域包

括医療・ケアのパイオニアであった。その意思を継い

だ院長が代々続き、現在の浅間病院をつくり上げてき

た（写真１）。

急性期のケアの一つとして、以前よりがんの手術や

化学療法・放射線治療、造血幹細胞移植、心臓外科手

術における口腔ケアの重要性が指摘されていた。これ

を受けて、2012年４月の診療報酬改定で「周術期口腔

機能管理」という項目が点数表に新設され、多くのが

ん等を治療する施設で、急性期の口腔ケアが実践され

つつある。

周術期口腔管理は、がん等の治療時における口腔ケ

アを評価したものであり、治療を担当する診療科より
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写真１　浅間総合病院
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院内歯科および院外歯科へ口腔機能管理を依頼され、

患者が歯科を受診し、歯科において患者の口腔内をチ

ェックして、必要に応じて歯科治療や口腔ケアを実施

していくものである。周術期口腔機能管理を行うこと

により、がん等の治療時のさまざまな有害事象を予防

することができ、入院日数も短縮することができる。

また、質の高い医療の提供ができ、ひいては患者の

QOLの向上につながる。

浅間総合病院では、主にがんの治療時における周術

期口腔機能管理を実施している。がんの治療を担当す

る外科や産婦人科等の診療科に周術期口腔機能管理の

有効性を説明し、歯科口腔外科への紹介を依頼してい

る。主治医が依頼できない場合もあるので、外来や病

棟の看護師やメディカルクラークなどに口腔機能管理

の必要性を歯科で用意したパンフレット（図１）など

を使用して、患者に説明してもらっている。また、が

んの化学療法に関しては担当薬剤師と連携し、歯科へ

紹介してもらっている。

歯科口腔外科を受診した際は、口腔内をチェックし

て周術期口腔機能管理計画書（図２）を作成し、それ

を患者に渡して今後の歯科治療や口腔ケアについて説

明する。その後、実際に管理していく中で、周術期口

腔機能管理報告書を患者に渡している。また、患者が

退院した際、地域の歯科の先生方に周術期口腔機能管

理をお願いすることがあり、情報提供書を記載し紹介

している。

がん治療をするすべての方が周術期口腔機能管理を

実施していくことが理想的であるが、まだまだ治療医

の理解が十分とはいえず、紹介率も決して高くはない。

今後、周術期口腔機能管理の有効性を示し、治療医に

理解していただき、患者への治療の質を高めるととも

に、QOLの向上に役に立てればと考えている。

脳血管障害や誤嚥性肺炎、認知症で入院された患者

の多くは、摂食・嚥下障害が認められる。そうした患

者に対し、病棟では多職種によるカンファレンスを行

い、摂食・嚥下障害の検査や摂食機能療法を実施して

いる。歯科口腔外科においては検査としてVFを担当、

耳鼻咽喉科がVEを担当し、医師・歯科医師の指示の

もと、言語聴覚士や看護師が摂食機能療法を担当して

いる。また月に１度、多職種が参加して摂食・嚥下障

害カンファレンスを行っており、検査や治療の経過に

ついて検討している（写真２）。

病棟では現在、誤嚥性肺炎パスを使用しており、歯

科口腔外科へは入院後すぐに口腔ケアの依頼がある。

また、摂食機能療法マニュアルを作成し、どの病棟で

も同じシステムで運用できるようにしている。最近、

歯科口腔外科ではポータブル用VEシステムを導入し、

在宅や施設において嚥下機能評価ができるようにして

いる（写真３）。適切な食形態の選択や摂食・嚥下障

害に対するリハビリテーションの一翼を担っている。

図１　口腔機能の必要性を表したパンフレット

摂食・嚥下障害への対応
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図２　周術期口腔機能管理計画書
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病棟での日常的口腔ケアは看護師や介護士が実施

し、専門的口腔ケアは歯科衛生士が実施している（写

真４）。専門的口腔ケアの対象者は、日常的口腔ケア

では十分でないと病棟スタッフが判断し、本人または

家族の同意が得られた患者であり、歯科口腔外科に電

子カルテ上で口腔ケアの依頼がある。具体的には、誤

嚥性肺炎患者、挿管患者、がん終末期患者、摂食・嚥

下障害患者などである。

口腔ケアの依頼があると、歯科医師と歯科衛生士で

病棟へ回診し、口腔内をチェックして口腔ケアプラン

を作成し、専門的口腔ケアと日常の口腔ケアについて

どのような内容で実施するかを決めている。

多職種で行う栄養サポートチーム（NST）には医師

をはじめ、さまざまな職種が参加しているが、当院の

NSTでは毎回、歯科医師と歯科衛生士が参加している

（写真５）。栄養管理が必要とNST専従の管理栄養士が

判断した患者に対しNSTがラウンドしているが、対象

者の栄養管理の一環として歯科関係者が口腔機能につ

いて評価し、必要に応じ歯科治療をはじめ、口腔機能

の管理を行っている。口腔機能管理を実施することに

よりNSTの最大の目標である「口から食べる」ことに

少しでも役に立てるように活動をしている。

毎月１回１週間にわたって当院では、糖尿病教室を

開催している。この教室にも、医師や歯科医師をはじ

め、糖尿病に関係するさまざまな職種が参加し、歯科

からは糖尿病と歯周病についての講義をしている。

歯周病が糖尿病の第６の合併症であること、歯周病

の治療をすることにより、糖尿病のコントロールに役

立つことなどを話し、糖尿病に罹患した場合には、歯

科を受診することを勧めている（写真６）。糖尿病の

写真２　摂食・嚥下障害カンファレンス 写真３　ポータブルVEシステム

写真４　歯科衛生士による専門的口腔ケア

写真５　NSTラウンド

口腔ケア

NSTラウンド

糖尿病教室
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コントロールは合併症発症の予防であり、当科におけ

る歯周病に対する治療はその一翼を担っている。

当院では、医師臨床研修医を管理型と東京大学附属

病院の協力型で受け入れており、最大８名の研修医が

在籍する。一方、歯科医師臨床研修医は単独型と東京

医科歯科大学歯学部附属病院の協力型として受け入れ

ており、最大２名の研修歯科医が在籍する。

研修医室は医科研修医と同じ部屋を使用しており、

医局開催のさまざまな勉強会などで、医科の研修内容

の一部を研修歯科医も研修できるようにしている。

日々の研修生活の中でも、医科研修医と一緒に過ごす

ことが多く、歯科研修医も研修の中で医科歯科連携が

なされている。一方、医科研修医に対する歯科関連の

研修がまだシステム化されていないのが現状であり、

今後の課題として問題解決していく所存である。

当院歯科口腔外科では、以上のような医科歯科連携

を進めている一方で、口腔がんなどの口腔外科疾患の

治療を行っている。また、長野県の障害者歯科診療基

幹病院の１つとして、長野県東部（東信地区）の障害

者歯科治療を実施しており、多くの障害者施設の口腔

管理を行い、必要に応じ全身麻酔での歯科治療を実施

している。

また、訪問歯科診療を在宅や施設の要介護者に実施

している。これらの歯科診療を実施するにあたり、医

科と協力しながら進めなければならないこともあり、

病院歯科として医科歯科連携を行っている。

以上、述べてきたように佐久市立国保浅間総合病院

歯科口腔外科では、包括的口腔ケアの一環として医科

歯科連携に積極的に取り組んでいる。病院内に歯科口

腔外科があることが、医科歯科連携を行う上で大きな

メリットであるが、病院歯科がある施設はそれほど多

くないのが現状である。周術期口腔機能管理を通じて、

病院歯科の設置が進んでいるという話も聞くが、まだ

まだ十分とはいえないだろう。しかし、病院歯科のな

い国保病院でも、近隣の国保歯科診療所と連携し、さ

まざまな医科歯科連携の道を追求することができる。

歯科保健部会では、日本歯科医師会との連携を進め

ており、近隣に国保歯科診療所がない国保病院が地域

の歯科医師会と協力し、周術期口腔機能管理や訪問歯

科診療、NSTへの参加など、さまざまな形態の医科歯

科連携を取ることができるシステムを構築しようとし

ている。歯科医師会との連携を構築しようと考えてい

る直診施設があれば、歯科保健部会に問い合わせてい

ただければ幸いである。

写真６　糖尿病教室テキストと糖尿病教室

歯科医師臨床研修

その他の活動

まとめ
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